
仕 様 書 

 

第１ 目的 

   本仕様書は、宮崎県（以下「甲」という。）のデタッチャブル型パソコン及びプリンタ（以下

「装置」という。）の導入について、必要な仕様を定める。 

 

第２ 契約の範囲 

本契約の範囲は、装置の借入、搬入据付、調整、検査、保守及び甲に対する諸手続を含む者と

する。 

   本仕様に明示のない事項であっても、機能上及び社会通念上当然必要と思われるものについて

は、請負者（以下「乙」という。）において充足するものとする。 

 

第３ 賃貸借期間 

令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日までの６０か月とする。 
 

第４ 物品の仕様 

   以下の仕様を備えたものとする。 

①  デタッチャブル型パソコン※参考製品：Panasonic TOUGHBOOK CF-33 

仕様項目 仕 様 内 容 

1. 本体 

 

(1)型     

 

 

 

(2)CPU性能 

 

(3)メモリ    

 

(4)補助記憶装置 

  ①ストレージ 

  

(5)表示性能  

① ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

 

 

 

② 解像度 

 

③ 操作モード 

 

  

 

(6)入力装置 

防塵防滴デタッチャブルパソコン 

 

デタッチャブル型パソコン 

デタッチャブル機能を備え、ノート/タブレットの利用タイプ切替が行え

ること。 

 

Intel Core™ i5-1345U 相当以上 

 

16GB以上 

 

 

512GB SSD以上 

 

 

12.0型 QHD（2160×1440、3:2） 

静電容量式マルチタッチ（10フィンガー、水滴モード時は２フィンガー

対応）、デジタイザーペン 

 

XGA 1024×768 ドット以上 

 

タッチパッド、静電容量マルチタッチパネル＋デジタイザー 

タッチ入力：デジタイザーペン/ペン+タッチ/タッチ 

タッチ操作では手袋モード/水滴モードを備えること。 

 

デタッチャブル型のキーボード、デジタイザーペン 



  

(7)電源 

 

(8)バッテリー駆動時

間 

 

(9)外部インターフェ

イス 

  ①USB 

 

 

 

 ②SDカード 

 

 

 

(10)ﾈｯﾄﾜｰｸ 

 

 

 

 

(11)OS 

 

(12)動作環境 

 

 

 

(13)付属品 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)機器保守 

 

 

(15)カードスロット 

 

 

 

ACアダプタ 

 

内蔵型：標準バッテリー：動画再生 約 6時間／アイドル 約 16.3時間相

当のバッテリーを装着すること 

 

 

 

USB TypeC 3.0 ×１ 以上 

USB TypeA 3.0 ×２ 以上  

USB TypeA 2.0 ×１ 以上 

 

デタッチャブル型パソコン 1台につき Micro SD 64GB×1個付属させるこ

と。 

UHS スピードクラス 1 対応 

 

有線 LAN 1000BASE‑T/100BASE‑TX/10BASE‑T ×2 

タブレット部及びキーボード部に各 1か所 

無線 LAN機能内蔵 Wi-Fi 6E AX211、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 対応 

Bluetooth v5.3 Class 1以上 

 

Windows11 Pro 

 

IP65レベルの防塵防滴性能（本体のみ） 

検査時環境の湿度等にも耐えうる機器であること。 

動作温度範囲-10℃～50℃（非動作時-20℃～60℃） 

 

16GB（Class10）以上のメモリーカードを各１枚付属させること。 

予備のバッテリー各１個を付属させること。 

4連式バッテリチャージャー：予備バッテリー充電用として各検査所に 1

台付属させること。 

ショルダーストラップ：持ち運び用としてショルダーストラップを各 1

台に一つ付属させること。 

画面保護フィルム：デタッチャブルパソコンの画面には純正の保護用フ

ィルムを付属させること。 

 

全ての機器において、導入後 5年間の機器保守を実施すること。 

5年間、週 5回（月～金）、8:30～17:30、センドバック修理対応。 

 

検査端末には、検査システムの運用に必要な MicroSD カードのスロット

があること。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ② プリンタ ※参考製品：京セラ ECOSYS P4140dn 

仕様項目 仕 様 内 容 

1. 本体 

 

 

(1)プリント方式  

   

(2)書き込み解像度 

 

(3)ウォームアップ時

間 

 

(4)連続プリント速度 

 

(5)ファーストプリン

ト時間 

 

(6)プリンタ内蔵フォ

ント 

 

(7)用紙サイズ 

 

 

 

(8)オプション 

 

(9)最大給紙容量 

 

 

 

 

(10)用紙坪量 

 

 

(11)オプション 

 

(12)最大排紙容量 

 

(13)両面機能 

 

(14)インターフェイ

ス 

モノクロプリンタ 

以下の仕様と同等以上のもの 

 

半導体レーザーによる乾式電子写真方式 

 

1,200dpi×1,200dpi 

 

電源投入から 20秒以下 

 

 

片面 A4ヨコ：45頁/分、A3：25頁/分 

 

約 6.3秒（A4ヨコ） 

 

 

平成明朝体 TMW3、平成ゴシック体 TMW5（アウトライン・JIS第一/第二

水準準拠）OCR文字：OCR-A、OCR-B、OCR-カナ 

 

・標準カセット：A3（タテ）、B4（タテ）、A4、B5、A5、A6（タテ） 

297×431.8（㎜）～ 105×148（㎜） 

・手差し：297×450（㎜）～70×148（㎜）、長尺紙(最大 1,220mm) 

 

・増設トレイ：A3R,A4R,B4R,A4,B5R,B5,A5R 

 

標準カセット：500枚 

手差しトレイ：100枚 

増設トレイ：500枚 

最大：1100枚 

 

標準カセット：80ｇ/㎡ 

手差しトレイ：80ｇ/㎡ 

 

増設ホッパ：60～120ｇ/㎡ 

 

500枚（フェイスダウン） 

 

可能 

 

Iネットワークインターフェース（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T）

×1 



 

 

 

(15)CPU 

 

(16)使用環境 

 

(17)電源 

 

(18)消費電力 

 

(19)耐久性 

 

USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース（USB Host）×

2 

 

ARM Coretex-A9 1200Mhz  

 

動作時：10～32℃、15～85％（結露しないこと） 

 

AC100V 50/60Hz 11.5A 

 

動作時：最大 1,334W 以下（フルオプション時 1,365W） 

 

100万頁印刷時（A4）もしくは 5年の早い方 

 

第５ 据付調整 

 １ 現地におけるパーソナルコンピュータ及びプリンタの設定及び正常動作の確認を行うこと。 

 ２ 令和８年９月３０日までに装置の導入、据付、環境設定、動作確認を行うこと。 

 

第６ 運送及び保管 

 １ 乙は、甲に引渡しを完了するまでの間、装置の材料の輸送、搬入、保管等に際し生じた事故に

ついて、その責を負うものとする。 

 

第７ 保証及び保守 

１ デタッチャブル型パソコン 

  乙は、納入した装置を常に良好な状態に保つため、装置に係る保守が適切に行える体制を整える

ものとする。ただし、デタッチャブル型パソコンについては、メーカー基準に基づく引き取り保

守（センドバック方式）を適用する。 

  また、デタッチャブル型パソコンに障害が発生した場合、甲より乙に連絡するか、または甲より

直接メーカー修理窓口に連絡することにより、メーカー指定の運送業者が当該装置を引き取りに

伺うものとする。 

修理期間は障害内容により異なるが、概ね１週間程度で実施する。 

   

 ２ Ａ３モノクロレーザープリンタ 

 乙は、納入した装置を常に良好な状態に保つため、装置に精通した保守要員により保守できる体

制をとるとともに、納入した装置の稼働環境を確保するため、保守要員を甲の要請後概ね１日以

内（休日の要請にあっては、直後の平日の１７時１５分まで）には現地に到着できる保守体制を

確保すること。 

  また、乙は、物品を完全に使用できるよう保守の責任を負うものとする。 

 

第８ 物品の設置場所、数量等 

 １ 物品の設置場所 

  ① 宮崎県庁防災庁舎 福祉保健部衛生管理課 １基 

    宮崎県内の食肉衛生検査所（都城４基、高崎３基、小林４基、都農３基、日向３基） 

② 宮崎県庁防災庁舎 福祉保健部衛生管理課 

 

 ２ 物品の数量 



③ １８基 

④  １台 

 

第９ その他 

 １ 装置の供給及び稼働については乙が責任を負うこととし、物品の部品等の供給を担保すること。 

 ２ 導入する装置には、導入年月、リース期間、所属名、ハードウェア管理番号、物品名等の内容

を記載したラベル、また保守を行う連絡先を記載したラベルを貼り付けるものとする（詳細は別

途指示）。 

 ３ 本仕様書に記載のない事項、又は記載事項に疑義が生じた場合は、乙はその都度甲と協議する

ものとする。 

 ４ 契約満了に伴う装置の返還については、乙が装置の設置場所に出向いて回収すること。回収日

程等については、別途の衛生管理課の指示に従うこと。また、回収後は、ハードディスク内のデ

ータの完全消去を行うこと。 

 ５ 上記の仕様に疑義がある場合は、入札に関する質問の期限である令和８年４月３０日午後５時

までに、宮崎県福祉保健部衛生管理課に問合せを行うこと。 

 ６ 装置については、リース満了後、全部又は一部について再リースを行う可能性がある。 

 


